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東北大学多元物質科学研究所長候補者選考内規 

制定 平成１３年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この内規は、東北大学多元物質科学研究所教授会内規（平成１３年４月１日制定）第１２条

の規定に基づき、東北大学多元物質科学研究所長候補者（以下｢研究所長候補者｣という。）の選考に

ついて定めるものとする。 

（選考の機関） 

第２条 研究所長候補者の選考は、東北大学多元物質科学研究所教授会（以下「教授会｣という。）が

行う。 

（選考の理由及び時期） 

第３条 教授会は、次の各号の一に該当する場合に研究所長候補者の選考を行う。 

一 東北大学多元物質科学研究所長（以下｢研究所長｣という。） 任期が満了するとき。 

二 研究所長の辞任の申出を教授会が承認したとき。 

三 研究所長が欠けたとき。 

２ 研究所長候補者の選考は、前項第一号に該当する場合には、任期の満了する日の少なくとも１月

前に、同項第二号又は第三号に該当する場合には、その事由が生じた後速やかに、行うものとす

る。 

（研究所長候補者の範囲） 

第４条 研究所長候補者は、東北大学多元物質科学研究所（以下｢本研究所｣という。）の専任教授のう

ちから選考する。ただし、満６３歳に達した日以後の最初の４月１日以後にある者は除く。 

（研究所長の任期） 

第５条 研究所長の任期は、東北大学多元物質科学研究所規程（平成１３年規第１００号）第４条第

４項及び第５項に定めるところとし、再任を妨げない。ただし、引き続き６年を超えて在任するこ

とはできない。 

２ 前項により定められた任期を付して任命した場合の任期の末日が、満６３歳に達した日以後にお

ける最初の３月３１日を超えることとなる者に係る任期については、満６３歳に達した日以後にお

ける最初の３月３１日をもって任期の末日とする。 

（選考等の実施） 

第６条 教授会は、研究所長候補者の選考に先立ち、第１次選挙、第２次選挙及び第３次選挙を実施

する。 

（選挙管理委員会） 

第７条 教授会に、第１次選挙、第２次選挙及び第３次選挙の事務を管理させるため、選挙管理委員

会（以下｢委員会｣という。）を置く。 

２ 委員会は、教授３人及び准教授又は講師１人の委員をもって組織する。 

３ 教授会は、委員会の委員が第２次選挙の候補者となったときは、その委員を交替させる。 

４ 委員会は、第１次選挙にあっては日時及び場所を投票日の７日前までに、第２次選挙及び第３次

選挙にあっては日時、場所及び候補者の氏名を速やかに公示し、それぞれの選挙における選挙権を

有する者(以下「選挙資格者」という。)に通知しなければならない。 

５  委員会は、第１次選挙終了後速やかに、第８条第３項の当選者又は第２次選挙の候補者に対して、

文書による所信表明を要請し、その文書を選挙資格者に通知しなければならない。 

６ 委員会は、第１次選挙、第２次選挙及び第３次選挙に関し疑義が生じたときは、その取扱いを決

定する。 
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（選挙資格者） 

第８条 選挙資格者は、本研究所の専任の教授、准教授及び講師とする。 

２ ただし、教授会は、必要がある場合には、人事交流による本研究所の兼務の教授、准教授及び講

師並びにクロスアポイントメント制度の適用を受ける教授、准教授及び講師(専任の教授、准教授及

び講師を除く。)について、教授会の議を経て選挙資格者とすることができる。 

（第１次選挙） 

第９条 第１次選挙は、第８条に定める選挙資格者の単記無記名投票により行う。 

２ 第１次選挙は、選挙資格者の３分の２以上の投票をもって成立する。 

３ 第１次選挙において、有効投票の過半数を得た者を研究所長候補者の当選者とする。 

４ 前項に該当する者がないときは、有効投票の最多数を得た者から順に５人を第２次選挙の候補者

とする。ただし、得票数が１票の者は候補者としない。 

５ 前項において、５人を特定することができない場合の取扱いは、次の各号によるものとする。 

一 ５人に満たないときは、選出された者のみを第２次選挙の候補者とし、補充はしない。 

二 最多数者が６人以上あるときは､ そのすべての者を第２次選挙の候補者とする。 

三 得票数末位の者が２人以上あるときは､ 年長者を第２次選挙の候補者とする。 

（第２次選挙及び第３次選挙） 

第１０条 第２次選挙は、第８条に定める選挙資格者の単記無記名投票により行う｡ 

２ 第２次選挙は、選挙資格者の３分の２以上の投票をもって成立する。 

３ 第２次選挙においては、有効投票の過半数を得た者を研究所長候補者の当選者とする。 

４ 前項に該当する者がないときは、最多数の得票を得た者から順に２人（得票が同数のときは年長

順とする。）について第３次選挙を行う。 

第１１条 第３次選挙は、第８条に定める選挙資格者の単記無記名投票により行う｡ 

２ 第３次選挙は、選挙資格者の３分の２以上の投票をもって成立する。 

３ 第３次選挙においては、得票数の多い者を当選者とする｡ただし、得票数が同じときは、年長者を 

当選者とする｡ 

（不在者投票） 

第１２条 選挙当日やむを得ない事由により投票できない者は、投票日の前日までに、その旨を委員

会に届け出て、不在者投票を行うことができる。 

（投票の効力） 

第１３条 選挙において、２人以上を記載した投票は無効とする。 

２ 全く記載のない投票及び被選挙人の氏名を確認することができない投票は無効とする。 

（再選挙） 

第１４条 教授会は、選挙が成立しなかったときは、その成立しなかった選挙を再び行う。 

２ 前項の選挙には、第９条第２項、第１０条第２項及び第１１条第２項の規定は、適用しない。 

（研究所長候補者の決定） 

第１５条 委員会は、第１次選挙、第２次選挙又は第３次選挙が終了したときは、その結果を教授会

に報告しなければならない。 

２ 教授会は、前項の報告に基づき、研究所長候補者を決定する。 

（内規の解釈） 

第１６条 この内規の解釈について疑義があるときは、教授会の決するところによる。 

（内規の改正） 
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第１７条 この内規は、教授会において出席者の３分の２以上の同意がなければ改正することができ

ない。 

（細則） 

第１８条 この内規の施行に関し必要な事項は、細則で定める。 

附 則 

この内規は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年５月１日改正） 

この内規は、平成１５年５月１日から施行する。 

附 則（平成１８年２月２３日改正） 

この内規は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年２月２２日改正） 

この内規は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２２日改正） 

この内規は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月２日改正） 

この内規は、平成２１年１２月２日から施行する。 

附 則（平成 ２５年 ３月２１日改正） 

この内規は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成 ２５年 ７月１８日改正） 

この内規は、平成２５年７月１８日から施行する。 

附 則（令和 元年 ９月３０日改正） 

この内規は、令和 元年 ９月３０日から施行する。 

附 則（令和５年６月２２日改正） 

この内規は、令和５年６月２２日から施行する。 


